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電子入札公告共通事項  

 

１ 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項  

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。  

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する入札参加資格制限

に該当しないこと。  

 ⑵ 阪神水道企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、

入札参加申込日から開札日までの間に受けていないこと。  

 ⑶ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定があった場合を除く。）。  

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

 

２ 入札に必要な書類の交付  

  阪神水道企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該

入札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。  

 

３ 入札の無効  

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。  

 ⑴ 入札者及びその代理人が他の入札の代理人となり、又は数人共同して入札をしたと

き。 

 ⑵ 入札者の資格のない者が入札したとき。  

 ⑶ この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全て

が入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。  

  ア 資本関係  

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。  

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合  

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合  
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  イ 人的関係  

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場

合は除く。  

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合  

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67条第１項又は

民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合  

  ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合  

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合  

 ⑷ 前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反したとき。  

 

４ 落札候補者決定の方法  

 ⑴ 落札候補者の決定方法  

  ア 入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者

（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。  

  イ 同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、電子入札システムの抽選機能

により落札候補者を決定する。  

  ウ 再入札は原則１回とする。再入札に参加する者は、再入札通知書発行後 3 0分以内

に入札書を再度送信すること。同時刻までに再入札がない者は入札を辞退したもの

とみなす。  

 ⑵ 開札結果の通知  

   開札後、開札結果に応じて、次の通知書を電子入札システムにより発行するので、

その内容を確認し、印刷して保存すること。  

  ア 落札候補者がある場合  「調査・保留通知書」  

  イ 入札を打ち切る場合    「取止め通知書」  

  ウ 再入札の場合       「再入札通知書」  

 

５ 落札候補者に対する入札参加資格の審査及び落札者の決定  

 ⑴ 入札参加資格の審査結果により、落札候補者の取り扱いは次のいずれかによるもの

とする。  

  ア 落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者と決定する。  

  イ 落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、当該落札

候補者の入札を無効とする。この場合、当該落札候補者以外の者のうち最低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、

落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。  
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 ⑵ 審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付

して当該落札候補者に通知する。  

 ⑶ 落札候補者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することが

できない。  

 

６ 契約に関する条件  

 ⑴ 契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。  

 ⑵ 建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他の

この契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）並びに業務委託

の一部について締結する再委託契約及びその他のこの契約の履行に伴い締結する契

約（以下「再委託契約等」という。）を締結する場合、その契約金額（同一の者と複

数の下請契約等（業務委託契約の場合は、再委託契約等）を締結する場合は、その合

計金額）が 200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての

誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定に

よりこの項に準じて下請契約等（業務委託契約の場合は、再委託契約等）に定めた規

定により提出させた誓約書の写しを含む。）を提出すること。 

 

７ その他留意事項  

 ⑴ 提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。  

 ⑵ 提出された書類は返還しない。  

 ⑶ 提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。  

 ⑷ 入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。  


